
項目等 質問内容 回答

成果目標①について 　成果目標①「支援プロジェクトにおけ
る事業内容の高度 化及び明確化：３
件」について、ここでいう「支援プロ ジェ
クト」はどの対象を指すかご教示くださ
い。 「4 委託業務の概要」に記載の ①
社会課題解決型プロジェクト等に対す
る伴走支援 ②イントレプレナーシップ
人材養成実務派遣プログラム の運営
支援 ③社会課題解決型クラウドファン
ディング活用事業補助 金に係る事務
支援 のうち、①のみを指すのか、②を
含むのか、あるいは全体を指すのかに
ついて確認させてください。

　本事業における「支援プロジェクト」とは、
仕様書「４ 委託業務の概要」に記載の①
社会課題解決型プロジェクト等に対する伴
走支援の対象となるプロジェクトを指しま
す。
　具体的には、令和７年度にガバメントクラ
ウドファンディング及び企業版ふるさと納
税等を活用して寄附募集を行った事業の
うち、令和８年度に本事業の補助対象とし
て支援を実施する予定のプロジェクトを想
定しています。
参考ページ
【ガバメントクラウドファンディング】
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4935
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4867
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4931

【企業版ふるさと納税】
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/kei
zai/1009879/1010143/1036605.html

なお、成果目標①は、これらの支援対象プ
ロジェクト（想定３件）について、伴走支援
等を通じて事業内容の高度化及び明確化
を図ることを指します。

成果目標②について 　成果目標①〜③は相互に関連するも
のと理解しておりま すが、 ②「成果（社
会的効果、教育的効果等）の整理・可
視 化」のみ目標値が「２件」となってい
る理由・意図につ いてご教示ください。
特に、 ・３件全てに対して可視化を行う
想定ではないのか ・重点的に可視化す
べき案件を想定しているのか につい
て、考え方をご教示いただけますと幸
いです。

　成果の整理・可視化については、
支援対象プロジェクトのうち、特に成
果が明確に整理でき、他の取組へ
の横展開が期待できるものを中心に
重点的に実施することを想定してい
ます。
　そのため、支援対象プロジェクトは
３件を想定していますが、成果の整
理・可視化については２件程度を目
安として設定しています。
　なお、事業の進捗や成果の状況に
よっては、３件すべての成果整理・
可視化を実施することを妨げるもの
ではありません。

ガバメントクラウドファ ンディング及
び企業版ふ るさと納税について

　ガバメントクラウドファンディングにつ
いて、県として 既存の募集ページまた
は活用しているプラットフォーム につい
て確認のためご教示ください。 同様に、
企業版ふるさと納税について、県として
の募集 ページがあればご教示いただ
けますと幸いです。

　本事業に関連する寄附募集について
は、以下のページをご参照ください。

【ガバメントクラウドファンディング】
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4935
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4867
https://www.furusato-tax.jp/gcf/4931

【企業版ふるさと納税】
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/kei
zai/1009879/1010143/1036605.html

クラウドファンディング 目標未達時
の扱いについて

　ガバメントクラウドファンディングにお
いて目標金額未 達となった場合の、補
助金交付の取扱い及び事業継続の 考
え方についてご教示ください。

　ガバメントクラウドファンディングについて
は、寄附額が目標金額に達しない場合で
あっても、寄附額の範囲内で事業内容を
調整したうえで事業を実施することを基本
としています。

補助金の交付額については、
・個人版ふるさと納税：ポータルサイト手数
料等を控除した寄附額
・企業版ふるさと納税：寄附額
を上限として支援する予定です。

なお、補助金の詳細な取扱いについては、
令和７年度末から令和８年度当初にかけ
て制定予定の交付要綱に基づき決定しま
す。

令和８年度社会課題解決型クラウドファンディング活用事業委託業務
企画提案に係る質問に対する回答について
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令和８年度社会課題解決型クラウドファンディング活用事業委託業務
企画提案に係る質問に対する回答について

イントレプレナーシップ 人材養成実
務派遣プログ ラム支援業務（派遣
先）について

　派遣先企業について、県として定める
条件や要件があれ ばご教示ください。
例えば、 ・派遣先は「社会課題解決型
プロジェクト」または「ス タートアップ」に
限定されるか ・県内／県外の制限はあ
るか ・ 派 遣 先 と し て 「 4 委 託 業
務 の 概 要」 に あ る ① 社 会 課 題
解決型プロジェクト等に対する伴走支
援　の支援先との 連動が必要か など
について確認させてください。

　派遣先については、社会課題解決
型プロジェクトやスタートアップ等を
中心に想定していますが、具体的な
要件を固定的に定めているものでは
ありません。
　本プログラムは、実践的な事業創
出経験の獲得を目的としていること
から、事業目的に照らして適切な企
業・団体等を対象とすることを想定し
ています。
　なお、本事業で伴走支援を行うプ
ロジェクトとの連動や、県外企業等
への派遣についても、人材育成の観
点から適切と認められる場合には可
能と考えています。

イントレプレナーシップ 人材養成実
務派遣プログ ラム支援業務（派遣
期間）について

　派遣期間について、県として想定して
いる標準的な期 間・稼働日数の目安
があればご教示ください。 受託者側で
設計することを想定している場合、その
自由 度の範囲についても併せて確認
させてください。

　派遣期間については、県として一
律の期間や稼働日数を定めている
ものではありません。
　本プログラムは、派遣元企業の状
況、派遣先プロジェクトの内容、参加
者の学習・実践機会等を踏まえ、受
託者からの提案をもとに柔軟に設計
することを想定しています。

補助金交付に係る事務支 援につい
て

　本業務における「補助金交付に係る
事務支援」は、補助 金交付決定・支払
等の行政事務は含まず、あくまで採択
事業者への助言及び整理支援に留ま
るという理解でよろ しいでしょうか。

　ご認識のとおりです。
　本業務における「補助金交付に係
る事務支援」は、
・採択事業者に対する申請書作成支
援
・進捗管理や実績報告書の整理支
援
・経費整理等に関する助言
等を想定しています。

　補助金の交付決定や支払等の行
政事務については、沖縄県が実施し
ます。
　また、本事業の運営に関連して、
次年度以降に社会課題解決型プロ
ジェクト等を公募する際の審査委員
会の運営補助（資料整理、会議運営
補助等）についても、本業務の範囲
に含まれることを想定しています。

2 ページ


